
 

 

山江村農業委員会総会議事録 

１． 開催日時 令和６年１月１１日（木）午前９時０８分から午前１０時３０分 

 

２． 開催場所 山江村役場 ２階大会議室 

 

３． 出席委員（１５名） 

     農業委員  ８名 

     推進委員  ７名 

 

４． 欠席委員（なし） 

 

５． 議事日程 

  日程１ 開会 

  日程２ 会長挨拶 

  日程３ 諸般事情報告 

  日程４ 議事録署名委員の指名について 

  日程５ 議第１号 農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認について 

  日程６ 議第２号 山江村農用地利用集積計画（第１２次）に対する意見決定について 

  日程７ その他 

  日程８ 今後の行事 

  日程９ 閉会 

 

６． 農業委員会事務局職員 

事務局長   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 1 - 

７.  会議の概要 

           （村長挨拶後） 

事務局長       それでは、総会の方へ入らせていただきます。 

           山江村農業委員会における農業委員の総数は８名で、本日の出席委員

は８名であります。山江村農業委員会総会規則第８条の定足数に達して

おりますので、総会の成立を宣言いたします。それでは只今より令和６

年１月期の農業委員会総会を開会いたします。 

           日程２「会長挨拶」会長がご挨拶を申し上げます。 

 

会長         （会長挨拶） 

 

事務局長       次に日程３、「諸般事情報告」となっております。農業委員、農地利

用最適化推進委員におかれましては、何かございませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

事務局長       ないようですので次に進みたいと思います。 

 

事務局長       それでは、日程４「議事」に入ります。日程４以降につきましては、

会長にて議事進行をお願いいたします。 

 

議長         はい。これより議事に入ります。まず、日程４「議事録署名委員の指

名について」山江村農業委員会総会規則第２０条第２項に規定する議事

録署名委員ですが、議長が会議において指名することとなっております

ので、私から指名をさせていただきます。今回の議事録署名委員は４番

農業委員、５番農業委員にお願いいたします。次に日程５、            

議第１号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認に

ついて」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明をお願いいたし

ます。 

 

事務局長       はい。それでは、議第１号について説明いたします。総会資料の１ペ

ージをお開きください。議第１号「農地法第１８条第６項の規定による

賃貸借等の解約の承認について」農地法第１８条第６項及び同法施行規

則第６６条の１項の規定により、別紙のとおり賃貸借の合意解約通知が

あったので承認を求める。令和６年１月１１日提出、山江村農業委員会

会長。２ページ、３ページまでが解約通知書と合意解約書の写しでござ

います。（申請地所在について説明）。４ページに地籍図を添付しており

ますが、（場所について説明）。今回の解約の目的としましては、農地バ

ンクによる借り換えの為であります。また、この件につきましては、後

ほど賃貸借の案件として上がってまいります。以上でございます。 
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議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。最適化推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

議第１号農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約について、

異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第１号は原案のとおり承認いたします。 

 

議長         次に日程６、議第２号「山江村農用地利用集積計画（第１２次）に対

する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、議第２号について説明をいたします。総会資料の５ページ

をお開きください。議第２号「山江村農用地利用集積計画（第１２次）

に対する意見決定について」令和５年山江村農用地利用集積計画（第１

２次）を定めることについて、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項

の規定により、山江村長から意見を求められたので、この計画について

可否を求める。令和６年１月１１日提出、山江村農業委員会会長。６ペ

ージ、７ページが意見書の写しでございます。８ページが総括表となっ

ております。９ページの利用権の設定等状況一覧表をご覧ください。利

用権設定が記載されていますが、農地中間管理事業（農地バンク）を利

用しており、左から賃借権の区分、貸し手、借り手の氏名が記載されて

おります。貸し手と公社は１０年から１５年、公社と借り手も１０年か

ら１５年の契約となっております。借り手の経営面積、今回利用権を設

定する土地の地目、面積等が記載されておりますのでご覧ください。な

お、案件は６件で、総面積は 12,014 ㎡でございます。１１ページは農

地中間管理事業を利用して公社を介した計画一覧となっておりまして、

９ページの詳細が記載されており、筆数、賃料が記載されておりますの

でご覧ください。戻っていただいて１０ページの利用権の設定等状況一

覧表をご覧ください。こちらにつきましては、公社を通さず相対での利
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用権設定となっており、今回申請されましたのは新規設定が４件、再設

定１件の５件でございます。案件の総面積が 20,618 ㎡でございます。

今回の案件の総合計が１１件で、32,632 ㎡が今回の集積となります。 

           それでは、賃借権の新規設定１件２筆分について説明をいたします。

総会資料の１２ページをお開きください。賃借権の設定に係る申請でご

ざいます。（申請内容について説明）。１５ページから１６ページまでに

地籍図・現況写真を添付しております。現地調査につきましては、担当

農業委員と担当推進委員とともに１月５日に行っております。以上でご

ざいます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当委員より補足

説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。おはようございます。１月５日、現地におきまして私と担当推

進委員、それに貸し手の方が欠席をされておりましたけれども、借り手

○○さんですね、立会いのもと確認をいたしました。継続して作付けと

いうことで、何ら問題ないということで確認をいたしております。審議

の方をよろしくお願いいたします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         他に、推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。ないようですので、それでは採決をいたします。新規設定１件

２筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 
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           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件２筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件５筆分について事務局の説明をお

願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件５筆分について説明をいたします。

総会資料の１７ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。（申請内容について説明）。２０ページから２１ページまで

に地籍図・現況写真を添付しております。現地調査につきましては、担

当農業委員と担当推進委員とともに１月５日に行っております。以上で

ございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。１月５日金曜日１１時より立会いを行っております。立会いに

は、借り手の方は欠席をされておりまして、貸し手の方、事務局２名、

担当推進委員、私で行っております。（場所について説明）。昨年まで、

貸し手の方が管理をされておりましたが、高齢の為、管理をされる方を

探しておられまして、借り手の方を探していただいたという状況になり

ます。借り手の方は、今後１５年間この果樹を管理されるということで

す。以上です。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 
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議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件５筆分について異議がない方は挙手をお願いします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件５筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件１筆分について事務局の説明をお

願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件１筆分について説明をいたします。

総会資料の２２ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。（申請内容について説明）。２５ページから２６ページまで

に地籍図・現況写真を添付しております。現地調査につきましては、会

長と担当推進委員とともに１月５日に行っております。以上でございま

す。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明がおわりましたので私から補足説明を

いたします。１月５日９時より、貸し手の方、借り手の方、事務局長、

事務局員、担当推進委員、私の６名で現地確認を行いました。（場所に

ついて説明）。この場所につきましては、貸し手の方が２年程前までは

○○を作っておりましたが、昨年から〇を飼わなくなり○○を辞めて耕

作がしてありませんでした。今回、借り手の方が栗を新植される予定で

す。すぐに草を刈って２月より新植をされるということです。借り手の

方は栗を中心に規模拡大されている若手の方です。審議の程、よろしく

お願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かありませ

んでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 
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           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件３筆分について事務局の説明をお

願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件３筆分について説明をいたします。

総会資料の２７ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。（申請内容について説明）。３０ページから３３ページまで

に地籍図・現況写真を添付しております。現地調査につきましては、Ａ

地区担当農業委員とＡ地区担当推進委員、及び、ちょっと担当区域が被

っておりますので、Ｂ地区農業委員とＢ地区推進委員とともに、それぞ

れ担当地区を１月５日に行っております。以上でございます。 

 

議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので、先ずはＡ地区農業委員、

その後にＢ地区農業委員から補足説明をお願いいたします。 

 

Ａ地区担当農業委員  はい。それでは事務局の説明も終わりましたので、私から補足説明を

いたします。１月５日午前１０時１５分頃より、出し手の方、受け手の

方、事務局長、事務局の○○さん、担当推進委員と私、６名で現地調査

を行いました。（場所について説明）。現在は、出し手の方が綺麗に整地

をされ作付けできる状態になっています。写真の方が３１ページの現況

写真でございます。これから栗の栽培をしながら管理されるということ

です。問題はないと思いますが慎重な審議をよろしくお願い申し上げま

す。 
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議長         続けて、Ｂ地区担当農業委員お願いいたします。 

 

Ｂ地区担当農業委員  それでは、説明いたします。１月５日９時４５分から、出し手の方、

受け手の方それと事務局長、事務員の○○さん、そして担当推進委員と

私の６名で行いました。（場所について説明）。その辺は栗が豊富に植え

られており、その一角にあります。受け手の方は所々拡張されているの

で問題ないかと思いますので慎重審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いましたＡ地区担当推進委員及び

Ｂ地区担当推進委員から何かありませんでしょうか。 

 

Ａ地区担当推進委員  ありません。 

 

Ｂ地区担当推進委員  ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。ないようですので、それでは採決をいたします。新規設定１件

３筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件３筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件１筆分について事務局の説明に入

ります前に、農業委員会法第３１条「議事参与の制限」の規定に係る案

件がございます。○○農業委員が関係者となりますので、当該事案の審



 

- 8 - 

議開始から終了まで退席を求めます。 

 

           （○○農業委員退席）９時３８分 

 

議長         それでは、説明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件１筆分について説明をいたします。

総会資料の３４ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。申請人に関しましては、貸し手が〇区の方、借り手が農業

公社を介して〇区の方でございます。３５ページをご覧ください。（申

請内容について説明）。３７ページから３８ページまでに地籍図・現況

写真を添付しております。現地調査につきましては、担当農業委員と担

当推進委員とともに１月５日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。では、ご説明いたします。１月５日９時２５分より現地にて確

認を行いました。貸し手の方、借り手の方、立会いのもと私と担当推進

委員、それに事務局お二人の方ですね、局長と○○さんの方で立会いを

していただき確認をいたしました。貸し手の方は従前より貸しておられ

たのを今回新たに〇区の方に貸すということでございましたので、特に

問題はないかと思いますけれども、慎重な審議の方をよろしくお願いい

たします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員より何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 
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           （なしの声） 

 

議長         はい。ないようですので、それでは採決をいたします。新規設定１件

１筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件１筆分について事務局の説明に入

ります前に、農業委員会法第３１条「議事参与の制限」の規定に係る案

件がございます。先程と同じく○○農業委員が関係者となりますので、

審議開始から終了まで退席を求めます。それでは、事務局より説明をお

願いします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件１筆分について説明をいたします。

総会資料の３９ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。申請人に関しましては、貸し手が〇区の方、借り手が農業

公社を介して〇区の方でございます。４０ページをご覧ください。（申

請内容について説明）。４２ページから４３ページまでに地籍図・現況

写真を添付しております。現地調査につきましては、担当農業委員と担

当推進委員とともに１月５日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     それでは、説明いたします。１月５日９時４５分より現地を調査いた

しました。出し手の方が来ておられませんでしたので５名で行っており

ます。局長と○○さん、そして借り手の方、そして私と担当推進委員の

５名で行いました。（場所について説明）。草を刈って綺麗に整地されて

おりましたので問題ないかと思います。慎重審議の程よろしくお願いい

たします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員より何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 
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議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。ないようですので、採決をいたします。新規設定１件１筆分に

ついて異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

           （○○農業委員着席）９時４６分 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件２筆分について事務局の説明をお

願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件２筆分について説明をいたします。

総会資料の４５ページをお開きください。賃借権の新規設定に係る申請

でございます。申請人に関しましては、貸し手が〇区の方、借り手も〇

区の方でございます。４６ページをご覧ください。（申請内容について

説明）。４７ページから４８ページまでに地籍図と現況写真を、それか

ら４９ページに調査書を添付しております。現地調査につきましては担

当農業委員と担当推進委員とともに１月５日に行っております。以上で

ございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。それでは説明いたします。１月５日午前１１時３０分より現地

の方で立会いをしてきました。（場所について説明）。当日は事務局から
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２名と担当推進委員と私、借り手の方が来られて５名で立会いをしてき

ました。貸し手の方が亡くなられたということで、息子さんの方に変わ

りましたので、それの新規設定になります。借り手の方はずっと管理さ

れてまして、写真を見てのとおり綺麗になってます。今後も綺麗にして

いくということだったので大丈夫とは思います。審議の程、よろしくお

願いいたします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員より何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件２筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件２筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件３筆分について事務局の説明に入

ります前に、農業委員会法第３１条「議事参与の制限」の規定に係る案

件がございます。再度、○○農業委員が関係者となりますので、当該事

案の審議開始から終了まで退席を求めます。 

 

           （○○農業委員退席）９時５０分 

 

議長         それでは、説明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件３筆分についてご説明いたします。

総会資料の５０ページをお開きください。申請人に関しましては、貸し
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手が〇区の方、借り手が〇区の方でございます。５１ページをご覧くだ

さい。（申請内容について説明）。５４ページから５５ページまでに地籍

図と現況写真を、それから５６ページに調査書を添付しております。現

地調査につきましては担当の森田委員と下拂推進委員とともに１月５

日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     それでは、説明いたします。先ほどの、前の件の同じ場所の上の段２

枚になります。出し手の方と受け手の方、事務局長、○○さん、私と担

当推進委員、６名で９時４０分から行いました。草を刈って綺麗にされ

ておりました。問題はないかと思います。慎重審議の程、よろしくお願

いいたします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員より何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件３筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件３筆分については、原案のとお

り決定いたします。 
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           （○○農業委員着席）９時５４分 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件１筆分について事務局の説明に入

ります前に、農業委員会法第３１条「議事参与の制限」の規定に係る案

件がございます。○○推進委員が関係者となりますので、当該事案の審

議開始から終了まで退席を求めます。 

 

           （○○推進委員退席）９時５５分 

 

議長         それでは、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件１筆分について説明をいたします。

総会資料の５７ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。申請人に関しましては、貸し手は〇区の方、借り手は〇区

の方でございます。５８ページをご覧ください。（申請内容について説

明）。６０ページから６１ページまでに地籍図と現況写真を、６２ペー

ジに調査書を添付しております。現地調査につきましては担当農業委員

と担当推進委員とともに１月５日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。それでは事務局の説明も終わりましたので、私から補足説明を

させていただきます。１月５日午前１０時５０分頃より、出し手の方、

受け手の方、事務局長、事務局の○○さん、担当推進委員と私、６名で

現地調査をしました。（場所について説明）。現在は、耕作はしてなく、

畑が荒れないよう、出し手の方が耕うんをして管理されていたようでご

ざいます。これからは受け手の方が飼料作物を耕作しながら管理される

そうです。問題はないと思いますが慎重な審議をよろしくお願いいたし

ます。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員より何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 
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議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

           （○○推進委員着席）９時５９分 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件１筆分について事務局の説明に入

ります前に、農業委員会法第３１条「議事参与の制限」の規定に係る案

件がございます。○○農業委員が関係者となりますので、当該事案の審

議開始から終了まで退席を求めます。 

 

           （○○農業委員退席）１０時００分 

 

議長         それでは、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件１筆分について説明をいたします。

総会資料の６３ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。申請人に関しましては、貸し手は〇区の方、借り手は〇区

の方でございます。６４ページをご覧ください。（申請内容について説

明）。６５ページから６６ページまでに地籍図と現況写真を、６７ペー

ジに調査書を添付しております。現地調査につきましては担当農業委員

と担当推進委員とともに１月５日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     それでは、補足説明をさせていただきます。１月５日午前１０時４０
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分頃より出し手の方、受け手の方、事務局長、事務局員、担当推進委員、

私の６名で調査を行いました。（場所について説明）。現在は、受け手の

方により○○が植えられて、綺麗に管理されています。これからは○○

を作りながら管理をされるそうです。問題はないと思いますが慎重な審

議をよろしくお願いします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員より何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件１筆分についてです。先程と同じ

く○○農業委員が関係者となりますので当該事案の審議開始から終了

まで退席を求めております。それでは、事務局の説明をお願いいたしま

す。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件１筆分について説明をいたします。

総会資料の６８ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。申請人に関しましては、貸し手は〇区の方、借り手は〇区
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の方でございます。６９ページをご覧ください。（申請内容について説

明）。７１ページから７２ページまでに地籍図と現況写真を、７３ペー

ジに調査書を添付しております。現地調査につきましては先程と同じく、

担当農業委員と担当推進委員とともに１月５日に行っております。以上

でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。それでは、補足説明をいたします。１月５日午前１０時３５分

より、貸し手の方、受け手の方、事務局長、事務局員、担当推進委員と

私の６名で現地調査を行いました。（場所について説明）。現在は受け手

の方が○○を植え、綺麗に管理されております。これからも○○を耕作

し管理されるそうです。問題はないと思いますが慎重な審議をお願いい

たします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員より何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分については、原案のとお
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り決定いたします。 

 

           （○○農業委員着席）１０時０６分 

 

議長         続きまして、使用貸借権の新規設定１件８筆分について事務局の説明

に入ります前に、農業委員会法第３１条「議事参与の制限」の規定に係

る案件がございます。○○農業委員が関係者となりますので、当該事案

の審議開始から終了まで退席を求めます。 

 

           （○○農業委員退席）１０時０８分 

 

議長         それでは、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、使用貸借権の再設定１件１８筆分について説明をいたしま

す。総会資料の７４ページをご覧ください。使用貸借権の再設定に係る

案件でございます。申請人に関しましては、貸し手は〇区の方、借り手

も〇区の方で親子関係でございます。７５ページから７６ページをご覧

ください。（申請内容について説明）。７７ページから８４ページまでに

地籍図と現況写真を、８５ページに調査書を添付しております。今回の

案件につきましては、再設定分ということでございまして、担当委員に

よります現地調査は行っておりません。場所といたしましては、行政区

の〇区、〇区、〇区、〇区、〇区ということで広範囲でですね、今回１

８筆ということで箇所が多い為ですね、数ヶ所を設定して、事務局と申

請人の方にですね同行いただいて現況の確認を行っております。適切に

ですね、耕作、管理をされていることを確認しておりますので問題ない

かと思っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

議長         はい。４番農業委員。 

 

４番農業委員     事務局説明で○○ていう所は○○でよかですか。１１筆目から。 

 

事務局長       すみません。○○と言いましたけれども、１１からですね○○になっ

てます。１１から１８までですね。すみません、ちょっと読み間違えし

ておりますので、○○の方でよろしくお願いします。 

 

議長         はい。よろしいですか。 
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４番農業委員     はい。 

 

議長         他にございませんか。 

 

事務局長       この件につきましてはですね、お父さんから息子さんの方に経営と言

いますか、使用貸借の方で貸し付けられてるということになっておりま

す。この関係については経営移譲年金ですね、年金の関係もございまし

て息子さんの方にお父さんが貸しているというような案件でございま

すので、よろしくお願いします。 

 

議長         はい。今、補足説明がありましたが、それを含めまして質疑・意見等

ございませんか。 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

議長         はい。２番農業委員。 

 

２番農業委員     これは登記とは違うとですよね。 

 

事務局長       はい。登記ではないです。登記はあくまでもお父さんの名前になって

ます。 

 

議長         よろしいですか。 

 

２番農業委員     はい。 

 

議長         他にございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

再設定１件１８筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、再設定１件１８筆分については、原案のとお
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り決定いたします。 

 

           （○○農業委員着席）１０時１５分 

 

議長         次に日程７「その他」となっております。事務局より連絡をお願いい

たします。 

 

事務局長       〇ホームページ用議事録について 

           〇活動記録表について 

           〇第３四半期報酬の支払いについて 

           〇第一回広報委員会について 

           〇農地最適化推進ブロック別研修会 

 

議長         皆様から他に何かありませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         ないようですので、それでは次に日程８「今後の行事」に移ります。

事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局長       今後の行事について説明。 

 

議長         それでは日程９「閉会」に移ります。 

          以上を持ちまして、農業委員会１月期総会を閉会いたします。どうも、

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 1 月 11 日(木)午前 10 時 30 分終了 

 

                        議長             

 

                        委員             

 

                        委員             


